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村
民
図
書
館
は
、
参
考
業
務

に
対
応
で
き
る
よ
う
郷
土
資
料

の
収
集
、保
存
に
努
め
て
い
ま
す
。

次
の
資
料
を
お
持
ち
の
人
は
ぜ

ひ
ご
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
学
校
文
集
「
ま
さ
ご
」

第
１
号
（
昭
和
28
年
度
）

第
３
号
（
昭
和
30
年
度
）
～
第

10
号
（
昭
和
37
年
度
）

第
12
号
（
昭
和
39
年
度
）
～
第

19
号
（
昭
和
46
年
度
）

第
23
号
（
昭
和
50
年
度
）

第
36
号
（
昭
和
63
年
度
）

■
児
童
生
徒
版
画
集
「
ま
つ
か

っ
ち
ゃ
」

第
１
集
（
昭
和
41
年
度
版
）

第
３
集
（
昭
和
43
年
度
版
）

第
５
集
（
昭
和
45
年
度
版
）

■
中
学
生
海
外
体
験
学
習
報
告
書

第
１
回
（
平
成
３
年
度
）

第
２
回
（
平
成
４
年
度
）

第
６
回
（
平
成
８
年
度
）

第
８
回
（
平
成
10
年
度
）

第
９
回
（
平
成
11
年
度
）

※
右
記
以
外
に
も
村
内
に
関
す
る
資

料
を
お
持
ち
で
、
提
供
い
た
だ
け
る

と
き
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す

問
六
ヶ
所
村
民
図
書
館

☎
０
１
７
５
（
72
）
３
４
０
５

　

親
子
ス
ケ
ー
ト
教
室
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。
村
民
の

皆
さ
ん
の
多
数
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

■
開
催
日　

２
月
19
日
日

＊
バ
ス
の
配
車
時
間
は
申
込
時
に
お

知
ら
せ
し
ま
す

■
場
所　

青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場

■
募
集
人
員　

先
着
80
人

■
入
場
料
（
団
体
割
引
）

小
学
生
以
下　

50
円

中
学
生　
　
　

１
１
０
円

高
校
生　
　
　

２
２
０
円

一
般　
　
　

４
７
０
円

※
貸
靴
代　

３
４
０
円

■
申
込
期
限　

２
月
10
日
金

■
申
込
み
先　

教
育
委
員
会
社

会
教
育
課
（
中
央
公
民
館
）

☎
０
１
７
５
（
72
）
２
１
１
１

℻
０
１
７
５
（
72
）
２
２
４
６

　

六
ヶ
所
村
で
初
め
て
生
活
す

る
女
性
が
地
域
へ
の
関
心
を
も

っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
歴
史
や

文
化
へ
の
学
習
機
会
と
し
て
、

ま
た
地
域
の
人
た
ち
と
の
交

流
、
仲
間
づ
く
り
の
機
会
と
し

て
「
よ
う
こ
そ
奥
様
教
室
」
を

開
催
し
ま
す
。

■
内
容　

べ
こ
も
ち
作
り

■
日
時　

２
月
21
日
火

午
前
10
時
～
正
午

■
場
所　

中
央
公
民
館
実
習
室

■
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

■
材
料
費　

千
円

■
対
象
者　

村
内
在
住
の
女
性

で
料
理
に
興
味
の
あ
る
人

■
先
着　

15
人
程
度

■
申
込
期
限　

２
月
13
日
月

＊
申
し
込
み
後
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
と

き
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
当
日
に

キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
場
合
は
材
料
費
を

い
た
だ
き
ま
す

■
申
込
先　

社
会
教
育
課　

☎
０
１
７
５
（
72
）
２
１
１
１

（
内
線
５
１
５
）

℻
０
１
７
５
（
72
）
２
２
４
６

　

平
成
23
年
９
月
の
診
療
休
止
以

降
、
皆
さ
ま
に
は
大
変
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
年

12
月
か
ら
県
病
応
援
医
師
の
協
力

に
よ
り
診
療
を
再
開
し
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
診
療
日　

毎
月
第
１
・
３
・
５

水
曜
日

問
公
立
野
辺
地
病
院　

医
事
グ

ル
ー
プ　

☎
０
１
７
５
（
64
）
３
２
１
１

　

平
成
24
年
度
採
用
の
公
立
野

辺
地
病
院
看
護
師
の
採
用
試
験

を
行
い
ま
す
の
で
、
受
験
を
希

望
す
る
人
は
左
記
ま
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

■
職
種　

看
護
師

■
採
用
予
定
人
員　

若
干
名

■
受
験
資
格　

資
格
を
有
す
る

人
お
よ
び
24
年
３
月
ま
で
に
資

格
取
得
見
込
み
の
人

■
試
験
の
種
類　

小
論
文
・
面
接

■
試
験
日　

詳
し
く
は
応
募
者

全
員
に
文
書
で
通
知
し
ま
す

■
応
募
方
法
な
ど

❶
左
記
①
②
の
書
類
を
公
立
野
辺

地
病
院
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ
へ
郵

送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い

①
自
筆
履
歴
書
（
上
半
身
脱
帽

写
真
添
付
・
市
販
用
紙
可
）
１
通

② 

看
護
師
免
許
証
の
写
し
、

成
績
証
明
書
・
卒
業
証
明
書
ま

た
は
卒
業
見
込
証
明
書
、
健
康

診
断
書
（
官
公
立
医
療
機
関
の

も
の
）
各
１
通

❷
応
募
期
限　

２
月
29
日
水
必
着

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
０
３
９
―
３
１
４
１

青
森
県
上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴

沢
９
―
12

北
部
上
北
広
域
事
務
組
合

公
立
野
辺
地
病
院　

事
務
局

☎
０
１
７
５
（
64
）
３
２
１
１

（
内
線
５
１
２
）

　

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
団
体
活
動

に
最
適
な
保
険
で
す

※
５
人
以
上
の
団
体
で
加
入
し

て
く
だ
さ
い

■
対
象
と
な
る
事
故　

①
団
体
活
動
中
の
事
故　

②
往
復
中
の
事
故
（
自
動
車
事

故
に
よ
る
賠
償
責
任
は
適
用
外
）

■
補
償
内
容　

傷
害
保
険
（
通

院
、入
院
、後
遺
障
害
、死
亡
）・

賠
償
責
任
保
険
・
突
然
死
葬
祭

費
用
保
険

■
加
入
受
付
期
間　

平
成
24
年

３
月
１
日
か
ら
翌
25
年
３
月
30
日

■
保
険
期
間　

24
年
４
月
１
日

午
前
０
時
か
ら
25
年
３
月
31
日

午
後
12
時
ま
で

※
年
度
途
中
の
申
し
込
み
は
加

入
手
続
き
を
行
っ
た
翌
日
の
午

前
０
時
か
ら
25
年
３
月
31
日
ま

で
と
な
り
ま
す

■
掛
け
金　

１
人
年
額
８
０
０

円
～
１
１
０
０
０
円
（
団
体
の

活
動
内
容
・
年
齢
構
成
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

問
財
団
法
人
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協

会
青
森
県
支
部

親
子
ス
ケ
ー
ト
教
室
参

加
者
募
集

郷
土
資
料
を

収
集
し
て
い
ま
す

　12 月の農業委員会定例総会
が 12 月 20 日、役場分庁舎 3
階大会議室で開催され、下記案
件が原案通り議決・承認されま
した。
■議案第 32 号　農地法第 3 条
の規定による許可申請について

2 件 7,235㎡
■議案第 33 号　農地法第 5 条
の規定による許可申請について

1 件 2,119㎡
■議案第 34 号　農用地利用集
積計画（案）について

2 件 10,124㎡
※総会の傍聴・会議録の縦覧ができ

ます。農地法第 3 条許可申請につい

ての記載例などは窓口にあります。

各種許可申請書の締め切りは月末で

す。次回の総会は、2 月 21 日火に開

催予定です。

農地講座
農地とは

　相続により農地の権利を取得
した場合は、届け出が必要とな
ります。
　農地とは「耕作の目的に供さ
れる土地」とされています ( 農
地法第 2 条第 1 項 )。
　この場合の「耕作」とは、土
地に労働および資本を投じ、肥
培管理を行って作物を栽培する
ことです。
■現に耕作されていなくても農
地にあたるもの
休耕地、不耕作地…現に耕作さ
れていなくても耕作しようとす
ればいつでもできるような休耕
地、不耕作地なども含まれます
■該当しないもの
家庭菜園…宅地として判断され
ます
問農業委員会　
☎ 0175(72)2111（内 271 ～ 273）

農業委員会だより

野
辺
地
病
院
脳
神
経
外

科
外
来
診
療
を
再
開

小
さ
な
掛
け
金
・
大
き

な
補
償
！

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の
ご
案
内

〒
０
３
８
―
０
０
２
１ 

青
森

市
安
田
近
野
２
３
４
―
７ 

財

団
法
人
青
森
県
体
育
協
会
内

☎
０
１
７
（
７
８
２
）
６
９
８
４

（
電
話
受
付
時
間
は
平
日
午
前

９
時
～
午
後
５
時
）

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。http://

w
w

w
.sportsanzen.org/

　

登
記
、
土
地
の
境
界
、
相
続
、

遺
言
、
近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、

セ
ク
ハ
ラ
、
子
ど
も
の
い
じ
め

や
虐
待
、
そ
の
ほ
か
困
っ
て
い

る
問
題
が
あ
れ
ば
お
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無

料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
日
時　

２
月
12
日
日

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

■
場
所　

青
森
地
方
法
務
局
十

和
田
支
局
（
十
和
田
奥
入
瀬
合
同

庁
舎
５
階
会
議
室
・
十
和
田
市
役

所
東
隣
り
・
国
の
合
同
庁
舎
）

■
相
談
担
当　

法
務
局
職
員
、

人
権
擁
護
委
員
、
公
証
人
、
司

法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士

■
主
催
　
青
森
地
方
法
務
局
十

和
田
支
局
、
十
和
田
人
権
擁
護

委
員
協
議
会

問
青
森
地
方
法
務
局
十
和
田
支

局　

総
務
課 

☎
０
１
７
６
（
23
）
２
５
７
１

■
支
給
対
象
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
人
で
医
療
費
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
両
方
を
負
担

し
て
い
る
人
が
支
給
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

世
帯
内
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
が
複

数
い
る
場
合
は
、
世
帯
で
合
算

し
ま
す
。

■
対
象
期
間　

毎
年
８
月
１
日

か
ら
翌
年
７
月
31
日
ま
で
の
一
年
間

■
支
給
額

　

所
得
区
分
に
応
じ
て
左
記
自

己
負
担
限
度
額
が
あ
り
、
支
払

っ
た
自
己
負
担
額
が
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
超
え

た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
自
己
負
担
限
度
額

所
得
区
分（
自
己
負
担
限
度
額
）

現
役
並
み
所
得
者
（
67
万
円
）

一
般
（
56
万
円
）

低
所
得
Ⅱ
（
31
万
円
）

低
所
得
Ⅰ
（
19
万
円
）

＊
低
所
得
Ⅱ
：
世
帯
員
全
員
が

住
民
税
非
課
税
の
場
合

＊
低
所
得
Ⅰ
：
世
帯
全
員
が
住

民
税
非
課
税
で
あ
り
、
世
帯
員

全
員
の
各
所
得
が
０
円
で
あ
る

『
全
国
一
斉
・
法
務
局

休
日
相
談
所
』
開
設
の

お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
支
給
申
請

の
お
知
ら
せ

よ
う
こ
そ
奥
様
教
室

「
べ
こ
も
ち
講
座
」

受
講
生
募
集

場
合

■
支
給
申
請

　

支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、

申
請
が
必
ず
必
要
で
す
。

　

な
お
、
支
給
の
要
件
に
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
、
２

月
下
旬
に
青
森
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
支
給
申
請

の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

お
知
ら
せ
が
届
い
た
人
は
担
当

窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

①
支
給
申
請
書

②
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

③
介
護
保
険
被
保
険
者
証

④
印
鑑
（
認
印
）

⑤
通
帳（
ま
た
は
通
帳
の
コ
ピ
ー
）

な
ど
口
座
情
報
の
わ
か
る
も
の

※
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
て
い

る
場
合
は
受
領
申
立
書
の
提
出

が
必
要
で
す

※
被
保
険
者
以
外
の
人
が
申
請

ま
た
は
受
領
す
る
場
合
は
委
任

状
が
必
要
で
す

※
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
の

助
成
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、

市
町
村
へ
受
領
を
委
任
す
る
委

任
状
が
必
要
で
す

※
対
象
期
間
中
に
他
の
医
療
保

険
、
介
護
保
険
に
加
入
歴
が
あ

り
医
療
費
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
負
担
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ

ら
の
保
険
の
自
己
負
担
額
証
明

書
が
必
要
で
す

　

ま
た
、
対
象
期
間
の
途
中
に

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
た
人
や
転
入
し
て
き
た
人
な

ど
が
い
る
と
、
支
給
対
象
と
な

る
世
帯
で
も
支
給
申
請
の
お
知

ら
せ
が
送
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
対
象
に
な
る
と

思
わ
れ
る
人
は
担
当
ま
で
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
課
後
期
高
齢
係

☎
０
１
７
５
（
72
）
２
１
１
１

（
内
線
１
４
３
）

公
立
野
辺
地
病
院

看
護
師
募
集
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